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自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

来
年
１
月
１
日
よ
り
使
用
済
自

動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
（
い
わ
ゆ
る
自
動
車
リ
サ
イ
ク

ル
法
）
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
自
動
車
所
有
者
に
は

①
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
支
払
う
こ

と
、
②
廃
車
す
る
際
は
県
知
事
ま

た
は
下
関
市
長
に
登
録
さ
れ
た
引

取
り
業
者
に
引
き
渡
す
こ
と
、
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
来
年
１
月
１
日

以
降
の
新
車
の
場
合
は
購
入
す
る

時
に
、
現
在
お
持
ち
の
自
動
車
は

最
初
の
車
検
時
ま
で
に
、
車
検
を

受
け
ず
に
廃
車
す
る
場
合
は
廃

車
時
に
、
国
の
指
定
を
受
け
た
譛

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン
タ

ー
に
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
お
支
払

い
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
こ
の
リ
サ
イ
ク
ル
料
金

は
、
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
（
廃

車
の
破
砕
後
に
残
る
ゴ
ミ
）、
エ
ア

バ
ッ
グ
類
、
フ
ロ
ン
類
の
リ
サ
イ

ク
ル
や
適
正
処
理
な
ど
に
使
わ
れ

ま
す
。

■■
問問
いい
合合
わわ
せせ
／／

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム

コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー

蕁
０
３
（
５
６
７
３
）
７
３
９
６

県
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

蕁
０
８
３
（
９
３
３
）
２
９
８
８

最
寄
り
の
県
環
境
保
健
所
ま
た
は

下
関
市
環
境
保
全
課

県
・
市
町
村
中
小
企
業
勤
労

者
小
口
資
金
貸
付
制
度

次
の
方
を
対
象
に
、
大
学
、
短

期
大
学
等
へ
の
進
学
資
金
を
貸
し

付
け
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■■
対対
象象
者者
／／

中
小
企
業
勤
労
者
で
県
内
に
１

年
以
上
居
住
し
、
同
一
事
業
所

に
１
年
以
上
勤
務
し
て
い
る
方

■■
貸貸
付付
限限
度度
額額
／／
３
０
０
万
円

■■
償償
還還
期期
間間
／／
10
年
以
内

（
う
ち
在
学
期
間
中
で
４
年
以

内
の
据
置
可
）

■■
貸貸
付付
利利
率率
／／
年
２
・
５
％

（
別
に
保
証
料
が
必
要
）

※
高
等
学
校
等
の
教
育
資
金
に
つ

い
て
は
、
限
度
額
70
万
円
、
償

還
期
間
３
年
以
内
（
据
置
な
し
）

■■
申申
込込
先先
／／
中
国
労
働
金
庫

■■
問問
いい
合合
わわ
せせ
／／

商
工
観
光
課
商
工
観
光
班

蕁
７
９
‐
１
０
０
３

県
労
政
課

蕁
０
８
３
（
９
３
３
）
３
２
１
５

県
東
部
労
政
事
務
所

蕁
０
８
３
４
（
２
１
）
３
５
９
４

道
路
交
通
法
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

11
月
１
日
か
ら
携
帯
電
話
等
の

使
用
等
に
関
す
る
罰
則
な
ど
に
つ

い
て
、
道
路
交
通
法
の
一
部
が
改

正
さ
れ
ま
し
た
。

◎◎
携携
帯帯
電電
話話
等等
のの
使使
用用
等等
にに
関関
すす

るる
罰罰
則則
のの
見見
直直
しし

自
動
車
や
原
動
機
付
自
転
車
の
走

行
中
に
、
携
帯
電
話
等
を
手
に
持

っ
て
通
話
し
た
り
メ
ー
ル
の
送
受

信
等
の
た
め
に
画
像
を
注
視
し
た

り
し
た
者
は
、
罰
則
の
対
象
と
な

り
ま
す
。（
５
万
円
以
下
の
罰
金
）

◆
車
両
種
類
と
反
則
金
額

（
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
は
対
象
外
）

大
型
自
動
車
　
７
０
０
０
円

普
通
自
動
車
・
自
動
二
輪
車

６
０
０
０
円

原
動
機
付
自
転
車
　

５
０
０
０
円

※
行
政
処
分
基
礎
点
数
〜
１
点

◎◎
飲飲
酒酒
検検
知知
拒拒
否否
にに
対対
すす
るる
罰罰
金金

のの
引引
きき
上上
げげ

飲
酒
検
知
拒
否
に
対
す
る
罰
金
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

◆
５
万
円
以
下
の
罰
金→

改
正
後
30
万
円
以
下
の
罰
金

◎◎
暴暴
走走
族族
対対
策策

集
団
暴
走
行
為
は
、
迷
惑
や
危
険

おお
知知
らら
せせ

重大交通事故防止重大交通事故防止
10月11日、交通事故のために、尊い若者の命が失わ
れました。大島警察署では重大交通事故防止のため、
各種の取り組みを行ってまいります。
「ゆっくり走ろう安全大島」をキャッチフレーズに

飲酒運転、速度違反などの取締りを強化、さらに交通
安全教育も徹底してまいりますので皆様のご協力をお
願いします。
◎ドライバーの皆さん！
車は便利なものですが、常に「危険」と隣り合わせ
でもあります。いつでも、どこでも、しっかりと安全
運転に心がけましょう。夜間は視野が狭くなり、遠近
感や接近速度に錯覚が生じやすくなります。
・「急がば回れ」常に安全な速度で走ろう
・「止まるだろう・渡らないだろう」といった

「だろう運転」はやめよう
・「○○したつもり」は危険　

安全確認はしっかり確実にしよう
・夕暮れ時は早めに「前照灯を点灯」し、

歩行者や他車に自分の存在を知らせよう
に
あ
っ
た
方
が
い
な
い
場
合
で
も

検
挙
さ
れ
、
処
罰
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

騒
音
運
転
等
（
罰
則
の
新
設
）
お

よ
び
消
音
器
不
備
（
罰
則
引
き
上

げ
）
に
係
る
反
則
金
額
等
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◆
車
両
種
類
と
反
則
金
額

大
型
自
動
車
　
７
０
０
０
円

普
通
自
動
車
・
自
動
二
輪
車
　

６
０
０
０
円

原
動
機
付
自
転
車
　

５
０
０
０
円

※
行
政
処
分
基
礎
点
数
〜
２
点

（
変
更
な
し
）


